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月の来店客数については、42％が予測以上に多

と回答し、予測通りは 36％、予測以下との回答は

あった。2月は週末のオープンハウスが盛況であ

声もあるが、その他は、客足は相変わらず鈍かっ

している。3 月初旬の販売については、82％が予

または予測を上回ったとしている。

住宅価格については、前年比で平均 5％下落し

ことである。ほとんどの回答者が、現在、住宅価

度の差こそあれ、希望販売価格を下回っていると

いる。さらに、ほとんど全ての回答者が金融機関は

を緩和していないと話しており、査定プロセスが融

の妨げとなっているとする向きも多かった。連邦税

置が 4 月 30 日に適用期限の終了を迎えることに

、新規住宅購入を抑えると見る回答は多く、税控

の適用期限の延長を望む声がある一方、価格は

低く、税額控除がなくとも購入に拍車がかかる、と

答もある。

ッパにおけるスマートメーター
象：エネルギー関連の専門家と市場規制

州）

よると、イタリアでは調査対象企業

全てで、スマートメーター（AMI：Advanced Metering

ructure）技術を導入済み、または本年導入予定で

方、スペインでは見解はまちまちで、ほとんどの

業は現在試験運用を行なっており、またイギリス

の企業も 2012 年まで AMI を導入する予定はな

連支出については、イタリアでは 3分の 2 近くの

業で、AMI 技術のアップグレードに 2010 年は前年

くの予算を組んでいるが、他方スペインの 3 分の 2

ギリスの全ての企業は、本年度予算は前年と同

であると回答している。さらに、イタリアとイギリス

、スペインの 3 分の 1 の企業は、AMI 技術が標準

るまで自動検針（AMR）を AMI に完全移行するの

ている、とのこと。
世界の液晶テレビ、LED テレビの需要
調査対象：小売店店長（米国、欧州、ブラジル、中国）

調査によると、液晶テレビの 2010 年第 1 四半

期の全般的な販売台数は、前期（2009 年第 4

四半期）と比較してフランス、ドイツ、イギリスでは減少、アメ

リカでは横ばい、ブラジルと中国では増加している。2010 年

第 2 四半期および 2010 年通期の対前期液晶テレビ販売台

数については、調査対象国全てで増加が見込まれている。

LED テレビについては、2010 年第 1四半期の対前期販売

台数は、アメリカ、イギリス、中国では増加、ドイツでは横ば

い、フランスとブラジルでは減少している。 LED テレビ販売

台数は全ての調査対象国で、 2010 年第 2 四半期および

2010 年通期の対前期および前年比で増加が見込まれてい

る。また LED テレビの 2010 年の市場普及率も、より多くの

モデルが市場に出回り価格が下がっていくにつれ、全ての

調査対象国で上昇すると見られている。回答者によれば、

価格が高いことが阻害要因ではあるものの、消費者はより

良い画質、より薄型のデザイン、そしてより消費電力の低い

ものを求め、液晶テレビよりも LED テレビに惹かれている、

とのこと。現状、全調査対象国で、LED テレビと液晶テレビと

の価格差は大きいようである。

また全調査対象国において、サムスンは液晶テレビと LED

テレビの両方で現在シェアを伸ばしており、LG エレクトロニ

クスもほとんどの国で両方のシェアを伸ばしている。一方、

東芝は、ドイツでは液晶テレビ、LED テレビの両方、アメリカ

では液晶テレビのシェアを失ってきているとのことである。

アメリカの住宅市場
調査対象：不動産業者（米）

2010 年 2 月のアメリカの住宅市場動向調査

によると、2 月の販売高は前月比で平均 4％前年比で 14％

増加した。2 月の売上高が季節的予測を上回ったとの回答

は 38％、予測通りは 34％、予測を下回ったとの回答は

28％であった。低価格と低金利に税制優遇措置が相まって

販売に拍車がかかった市場もあったが、その一方で、天候

不順と不況により、販売が伸びなかった市場もあったようで
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一方、AMI/AMRは断片的市場であるようで、ベンダーとして

は、Itron、Elster、Contazara、Actaris、ZiV Aplicaciones y

Tecnología、Landis+Gyr と ZigBee Alliance が最も多く挙げら

れた。イギリスのほとんど全てとイタリアの 3 分の 2 の回答

企業は AMI

技術の導入に懐疑的であるが、スペインの 3 分の 2が、問

題よりも利便性の大きさに期待している。実際、スペインとイ

ギリスの回答企業の半数は、AMI 技術を導入する最大の利

点はエネルギー効率による節約であるとしており、またイタ

リアでは半数が、より直接的な設備投資計画にも言及した。

アメリカにおけるトヨタ自動車
調査対象：300 名以上の自動車所有者（米）

最近のリコール後のトヨタ・ブランドに

対するイメージの変化についての調査

によると、トヨタ車オーナーの多くは、トヨタ・ブランドを選んだ

理由として評判と品質の高さを挙げている。トヨタの現在のト

ップ 3 車種としては、まずカムリ、次にカローラそしてプリウ

スが挙げられた。さらに、多くのトヨタ車オーナーは、ペダル

またはブレーキシステムに問題はないとしており、リコール

対象となった車種のオーナーの 60%以上がトヨタの対応に満

足している。

ほとんどのトヨタ車オーナーは、今後 1 年以内に車を購入す

る予定はないが、購入予定がある大多数は、希望車種とし

てトヨタのカムリとプリウスを挙げた。トヨタ車のオーナーで

次はトヨタ車を購入しないとした回答者の中では、まずホン

ダが、次に日産とヒュンダイが人気のブランドである。次はト

ヨタ車を選ばないとしたトヨタ車オーナーのほとんどは、リコ

ールをその理由として挙げているが、一方、トヨタ車以外の

オーナーのほとんどは、リコール以前にトヨタ車を選択しな

いことに決めていた、とのこと。

リコール以前は、品質、ブランドの評判、下取り価格が主なト

ヨタの強みである、と全回答者が感じていた。しかし半数以

上の回答者が、リコールによってトヨタ車の安全に関するイ

メージが悪くなったと話している。実際、全回答者が、トヨタ

が顧客を取り戻すために何よりもまずしなくてはならないこと

として、より高い安全基準の導入を挙げている。さらに、価格

をより安くして現在のトヨタ車オーナーを取り戻さなければ、

次にはトヨタ車を選んでもらえないだろうと考えている。
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